
▲

E. tGJ

I .

i-.

悉喪､

､　l

′

＼

喬
田

我
案
女
官
汝
九
号

調,

三
朝
町
営
住
宅
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
う
い
て

E

　

]

 

J

l

次
の
と
お
参

ヽ

　

γ

　

ヽ

(
昭
和
二
十

る
0

J

･

.

･

一

蔓
菅
笠
轍
針
賢
警
義
一
-
正
す
息
㌢
覧
s
y
･
-
-
悲

､

･

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

l

･

･

■

.

法
律
第
六
十
七
号
)
　
鱒
九
十
六
条
第
7
攻
の
規
定
忙
よ
少
'

本
議
会
の
議
決
を
求
め
＼

昭
和
五
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日

.

+

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

)

ヽ

.

　

･

I

　

_

■

　

　

■

1

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

i

:

.

郎

9

7

長

　

　

松

　

　

村

粗
相
五
梅
毒
年
鳩
斉
廿
a
C
)
鹿
妻
可
決
　
　
　
　
　
　
.

成

一

/

三
新
町
東
金
或
長
政

､



｣
ヽ

.て.
-とヽ

千-,改

=Ll･

皇軍　　　　Iゝ

＼

1

こ)

'

J

■
･

三
朝
町
条
例
第
　
1
　
号

'
　
三
朝
町
営
住
宅
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
営
銀
毛
使
用
料
徴
収
条
例
√
蒜
璽
講
義
卑
畠
朝
町
熱
例
警
手
言
)
警
部
を
針
の
よ

き
托
薮
正
す
各
〇

･
第
二
条
を
次
の磯

親
浸
陀
よ

】
　
昭
和
三
十
九
年
度
連

二
.J

,

I

肘

　

掛

.

､
こ
の
条
.
例
妓
ヽ

公
軸
Q

正
前
の
l
ニ
執
町
営
住
宅
傍

目
か
ら
適
用
す
る
｡

●

一

I.

次
の
と
や
ヵ
と
す
る
｡

月
額
三
千
二
百
円
　
､

額
二
千
二
.
百
円

T
J
>額

一
万
三
千
五
首
円

l

･

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

･

　

ヽ

･

/

.

･

J

.

こ

ノ

ヽ

'

J

,

条
例
弟
l
f
･
d
(
第
二
号
の
改
正
規
定
誓
唱
和
五
十
妄
十
二
月

ヽ

ーーT

軒
し
違
和
五
十
二
年
妄
言
か
ら
豊
す
る
O

た
だ
し
'

＼

　

ヽ

　

′

義
(
-


